
介護保険低所得者保険料軽減繰出金                                

１．低所得者の保険料軽減の強化 

国の基準に基づき、低所得者の保険料負担軽減を拡充するため、介護給付費の５割の公費とは別枠で、新たに公

費（国・府・市）を投入し、乗率の見直しを行った。また、対象は所得段階の第１段階とし、平成２７年度分の保

険料から、保険料基準に乗ずる負担割合の引き下げを行うことにより、負担軽減を強化した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得段階 軽減前の割合  軽減後の割合 

第１段階 ０．５０ → ０．４５ 


